
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

（法人番号） 

有松商工会（法人番号 7180005004303） 

名古屋市（地方公共団体コード 231002） 

実施期間 2023/04/01 ～ 2028/03/31 

目標 経営発達支援事業の目標 

小規模事業者の自立的な経営強化による事業継続を実現 

伝統工芸品や街並みなどの地域資源の活用による新たな販路の拡大 

小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済を

支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組みへ繋げる 

 

事業内容 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

1. 地域経済動向調査に関すること 

地域経済動向調査を活用し、経営の方向性の指針となる情報提供を行う。 

2. 需要動向調査に関すること 

商品・サービスの需要動向調査を分析し、販路開拓・新商品等の開発に有益な情

報の提供を行う。 

3. 経営状況の分析に関すること 

経営課題等を把握し、事業計画策定をする小規模事業者を掘り起こし、財務状

況、SWOT 分析等の支援を行う。 

4. 事業計画の策定支援 

経営分析を行った小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性について伝

え、事業計画策定へ繋げる支援を行う。 

5. 事業計画策定後の実施支援 

進捗状況の確認を行い、状況等に応じたフォローアップや専門家による支援を行

い、課題解決・事業計画変更を実施する。 

6. 新たな需要の開拓支援 

販路開拓に向けて展示会の出展、DX を活用した販路拡大支援を行う。 

連絡先 有松商工会 

〒458-0924 愛知県 名古屋市緑区有松 ３０１２番地  

TEL:052-621-0178 FAX:052-622-7401 

e-mail:arimatsu@arimatsushokokai.nagoya 



名古屋市 経済局 産業労働部 産業企画課 産業企画係 

〒460-8508 愛知県 名古屋市中区三の丸 3 丁目 1 番 1 号  

TEL:052-972-2412 FAX:052-972-4136 

e-mail:a2412@keizai.city.nagoya.lg.jp 

 



－１－ 

 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）地域の現状と課題 

 ①現状 

  ◆ 有松商工会地区の立地 

     有松商工会が位置する名古屋市緑区は東南部に位置し、東西に扇川、西部区 

界に天白川、南部に大高川が流れ、平地とゆるやかな丘陵地で形成され、大高 

緑地をはじめとする公園、緑地が多く、恵まれた自然環境にある。昭和 38年 4 

月に愛知郡鳴海町が名古屋市と合併し、名古屋市で 14番目の行政区として誕 

生した。翌 39 年 12月には知多郡有松町と大高町との合併を行った。広い範囲 

で土地区画整理事業が行われ、新しい市街地づくりが進むなど、めざましい発 

展を遂げつつある。 

     緑区有松には、歴史・文化資源が豊富にあり、伝統的工芸品に指定さている 

有松・鳴海絞や伝統野菜の大高菜をはじめとして、古くから伝わる伝統産業・ 

食文化も大切に守り続けられている。なかでも、有松の町並みについては、地 

域住民の努力が実を結び、平成 25年に無電柱化が実現され、平成 28年 7月に 

は名古屋市で唯一となる国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。又、 

令和元年 5月 20日、日本遺産として「江戸時代の情緒に触れる絞りの産地  

～藍染が風にゆれる町 有松～」が認定をされた。又、緑区桶狭間は織田信長 

の天下統一の第一歩となった「桶狭間の戦い」の舞台である。2010 年桶狭間の 

戦いから 450年目に桶狭間古戦場公園を当時の合戦の様子を再現したジオラマ 

風公園改装工事が行われた。この場所は桶狭間の戦いで今川義元が討ち取られ 

た最後の場所とも言われ、公園内には今川義元の墓や杜松の木・首洗いの泉な 

どがある。また、公園を拠点とし、織田信長、今川義元に関する史跡が近くに 

点在している。現在は民家が建ち並ぶ生活の場となっているが、今でも変わら 

ぬ地形が合戦当時の様子を物語っている。 
 

【名古屋市と有松商工会の位置】 
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＜商工会と商工会議所の管轄区域＞ 

 名古屋市内には、３つの商工会と１つの商工会議所が併存しており、有松商工会 

 が管轄する区域は、緑区の旧鳴海町と旧大高町を除いた地区となる。 

 

◆ 人口 

     名古屋市緑区の総人口の推移は下表のとおりである。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（名古屋市 HP「区別人口の長期推移」より） 

令和 3年 10 月 1日現在、人口が最も多いのは緑区の 248,755人であった。 

    平成 16年以来 18年連続で最多となった。子供の出生数は、平成 30年 10月～ 

    令和元年 9月迄で 2,284人、0～14歳の年少者人口は、令和元年 10月 1日現在 

    で 37,630人となっており、いずれも市内 16区で第 1位となった。高齢者（65 

歳以上）人口は市内 16区で第 1位だが、高齢化率は市内 16 区で第 14位であ 

る。又、令和３年の区別の自然増減数は、緑区のみで自然増となり、78人であ 

った。 

     名古屋市将来人口推計によると平成 30年の名古屋市の人口は 2,320,361人、 

    令和 22年は 2,260,807人と 59,554 人減少する推計となっている。対して、平 

    成 30年の緑区の人口は 246,273人、令和 22年は 266,783 人と 20,510人増加 

    となっている。 

 

将来人口 
2018 年 

（平成 30 年） 

2028 年 

（令和 10 年） 

2038 年 

（令和 20 年） 

2040 年 

（令和 22 年） 

名古屋市 2,320,361人 2,321,092 人 2,273,803人 2,260,807人 
緑区 246,273人 257,731 人 265,629人 266,783人 

  （名古屋市 HP「男女別、年齢別将来人口」より） 

   

◆ 産業 

     名古屋市緑区には、古くから絞りの産地として知られた有松・鳴海がある。 

    有松で木綿地の絞り染めを作り始めたのは江戸時代のはじめであった。その後 

    は鳴海とともに絞り産地として発展し、有松絞り・鳴海絞りは東海道の名物と 

    してもてはやされた。明治以降、有松・鳴海では絹物も扱うようになり、新し 

    い製法・技法の工法も相次いで、多彩な絞り技法を持つ大産地に発展した。 

 総人口 
1990 年 10 月 

（平成 2 年） 
178,919人 

2000 年 10 月 

（平成 12 年） 
206,864人 

2010 年 10 月 

（平成 22 年） 
229,592人 

2020 年 10 月 

（令和 2 年） 
248,802人 

2021 年 10 月 

（令和 3 年） 
248,755人 
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上記をまとめると、建設業、卸・小売・飲食業、金融・保険業、不動産業、 

運輸・通信業とほとんどの業種は、平成 21年をピークに減少し、製造は、 

平成 3年にピークを迎え、他の業種よりも早い段階から減少に転じており、 

事業者の高齢化など、経営上厳しい局面に立たされている。 

一方で、サービス業等は、昭和 61 年から平成 28年まで一貫して増加して 

いる。要因としては、名古屋市が「緑区の既成市街地における生活環境の向 

上と地域特性を生かした活性化」という平成 22年度から平成 26年度の 5年 

計画で大高駅前の土地区画整理事業、鳴海駅前第２種市街地再開発事業を実 

施したことで生活環境の向上が図られ、近隣幹線道路の整備や狭隘道路の解 

消により安全な交通網の整備も行われた。同時に、平成 23 年 3月に地下鉄桜 

通線を延長し、野並・徳重間が開通したことにより利便性の向上と沿線の 

まちづくりを進めた。これらの要因により、緑区はサービス業等の商業が立地 

しやすい地区として集積したことが要因として挙げられる。 
 

イ．名古屋市の事業所推移 

平成 26年から平成 28年の名古屋市全体の事業所推移を見ると、電気、ガス、 

熱供給、水道業と医療福祉を除いた全ての業種が減少している。その中でも、 

製造業と不動産、物品賃貸業の減少が顕著である。従業者数を見ると、全体的 

には、減少しているものの、増加している業種もあれば、減少している業種も 

あり、バラつきが見られる。中でも複合サービス業は 23.9％と突出して減少し 

ているが、情報通信業や金融業・保険業は、ある程度の増加が見られる。事業 

所数と従業員数を対比してみると、事業所数の減少が 4.1％に対して、従業者 

の減少は 0.5％に留まっている。要因としては、生産年齢人口の減少と高齢化 

を背景に、平成 25年改正の「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を 

改正する法律」により、従業者の定年の延長や再雇用率が高まったことで僅か 

な減少率に留まり、情報通信業等の時代のニーズに合った業種に集積したこと 

が要因の一つとして挙げられる。 

 
名古屋市の事業所推移（民営） 

 事業所数 従業者数 

平成 26 年 平成 28 年 増減 平成 26 年 平成 28 年 増減 

農 林 漁 業 56 50 ▲10.7% 416 385 ▲7.5% 

鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0% 0 0 0% 

建 設 業 8,654 8,377 ▲3.2% 91,381 90,349 ▲1.1% 

製 造 業 10,896 10,022 ▲8.0% 145,094 138,300 ▲4.7% 

電気,ガス,熱供給,水道業 58 61 5.2% 7,823 7,584 ▲3.1% 

情 報 通 信 業 2,413 2,357 ▲2.3% 56,482 61,778 9.4% 

運輸,郵便業 2,372 2,282 ▲3.8% 70,069 71,719 2.4% 

卸売業,小売業 32,929 31,543 ▲4.2% 341,020 330,748 ▲3.0% 

金融業,保険業 2,311 2,204 ▲4.6% 42,238 44,780 6.0% 

不動産業,物品賃貸業 8,582 7,867 ▲8.3% 41,194 42,133 2.3% 

学術研究,専門・技術サービス 7,130 6,992 ▲1.9% 56,999 59,946 5.2% 

宿泊業,飲食サービス業 18,360 17,564 ▲4.3% 152,292 150,765 ▲1.0% 

生活関連サービス業,娯楽業 9,895 9,505 ▲3.9% 62,036 59,510 ▲4.1% 

教育,学習支援業 4,144 4,066 ▲1.9% 56,883 53,720 ▲5.6% 

医 療,福 祉 8,826 8,960 1.5% 138,466 140,467 ▲1.4% 

複合サービス事業 381 369 ▲3.1% 7,773 5,914 ▲23.9% 
サービス業(他に分類されないもの) 7,629 7,291 ▲4.4% 155,314 159,055 ▲2.4% 

合 計 124,636 119,510 ▲4.1% 1,425,480 1,417,153 ▲0.5% 

総務省「平成 26 年経済センサス-基礎調査結果」、総務省・経済産業省「平成 28 年経済センサス-活動調査結果」 

（注）民営とは、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所 
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  ウ．有松地区の小規模事業者 

     平成 14年から平成 28年の有松地区の事業者推移をみると、商工業者数・ 

小規模事業者数が一貫して増加していることが分かる。一方で同市緑区の 

鳴海地区は減少傾向にある。規模こそ違うが、人口が増加している同市の 

緑区で一方は増加し、一方は減少しているのは、区画整理事業の始まりに 

違いがあることが要因の一つに挙げられる。名古屋市に合併する以前の 

昭和 35（1960）年に鳴子地区と鳴海中部地区の区画整理事業が始まり、 

昭和 40・50年代に名鉄名古屋本線以北の鳴海町を中心に行われていたが、 

昭和 60年代から平成の年度になってから有松町、大高町にも拡がって 

行われた。区画整理事業の始まりが鳴海地区と有松地区では 20年以上の 

差がある。つまり、鳴海地区よりも遅く区画整理事業を始めた有松地区は 

新規参入しやすい地区であったといえる。 

 
 有松地区の事業者推移 

 平成 14 年 平成 19 年 平成 24 年 平成 28 年 

商工業者数 392 501 558 605 

小規模事業者数 363 382 419 447 
  平成 14 年・19 年は「事業所・企業統計調査」、平成 24年・28 年は経済センサス 

    
鳴海地区の事業者推移 

 平成 17 年 平成 22 年 平成 24 年 平成 28 年 

商工業者数 4,759 4,542 4,587 4,420 

小規模事業者数 3,655 3,409 3,383 3,184 
平成 17 年は｢事業所･企業統計調査｣、平成 22 年～28年は｢経済センサス｣ 

 

  ◆ 交通                     緑区の道路網・鉄道網 

     緑区の南部から北部を名古屋環状 

    ２号線が縦断し、南部の大高町には、 

    伊勢湾岸自動車道（新東名高速道路）・ 

名古屋高速道路・知多半島道路がある。 

名古屋環状２号線は、高速道路である 

『名古屋第二環状自動車道（名二環） 

と伊勢湾岸自動車道（名古屋南 JCT～ 

飛島 JCT）』及び一般道路である。 

『一般国道 302 号』から構成されて 

おり、名古屋都市圏の環状道路として、 

都心の高速道路ネットワークの機能を 

強化し、企業活動の向上、物流の効率化、地域活動の活性化等の様々な整備効 

果に貢献している。南部の大高町は三つの高速道路が交わる交通の要衝となっ 

ている。 

 又、鉄道についても、緑区の中央を名古屋鉄道本線、北部を地下鉄桜通線、 

    南部を JR東海道本線とあり、名古屋都心部へのアクセスが非常に便利になっ 

    ている。 
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◆ 地域の特産品 

緑区の有松・鳴海の特産品である絞りは、有松が   月に雁染分秋草文様着物 

開祖を竹田庄九郎、鳴海が三浦玄忠としており、 

1975年に国の伝統的工芸品に指定されている。有松 

絞りは、慶長 13（1608）年知多からこの地に住みつ 

いた竹田庄九郎が、同 15（1610）年、名古屋城築城 

工事に参加していた豊後の人たちの絞りの着物に着目 

し、知多の木綿に絞りを加えて手ぬぐいをつくり、 

旅人に売って評判になったとしている。 

絞りの技法は 100種類にも及び、近年では、絞りの 

技法を活かした新商品の開発や有名デザイナーズブラ 

ンドへの提供等、絞りの可能性は広がりをみせている。 名古屋市博物館 HPより 

 

◆ 観光 

  ＜有松＞ 

     緩やかに曲がった東海道約 800ｍの区間に沿って、店頭販売のための広い 

間口、防火のための総瓦葺き、塗籠造（ぬりごめづくり）、虫籠窓（むしこま 

ど）などを特徴とする絞り商家の豪華な主屋が並ぶ統一感のある景観は、2016 

年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。又、有松・鳴海絞会 

舘では、絞りの資料の展示や実演を見学することができる。 

＜桶狭間＞ 

 日本史の中でもよく知られている、織田信長と今川義元が戦った「桶狭間 

の戦い」の舞台は、名古屋市緑区と豊明にまたがっている。この辺りは昔から 

田楽坪と呼ばれ、義元が討ち取られた場所は、桶狭間古戦場公園として整備 

された。公園は進軍路を体感できるようにジオラマ化され、多くの人からの寄 

付と協力で設置された信長と義元の二人の銅像「近世の曙」などが桶狭間の新 

たなシンボルとなっている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

有松の街並み：「緑区誌」より      「近世の曙」像：NPO法人桶狭間古戦場保存会 HP より 
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「資金繰りの安定・資金調達」となっていることが窺える。また、建設業やサー 

ビス業においては、社会経済正常化に向けた事業上の課題や検討事項、経営上 

の問題点で「人手不足」が挙げられているところを見ると、慢性的な問題にな 

っている傾向が見受けられる。 

  

課題への取り組み状況は、『人材育成』について業種別で見ると、最低でも 

4割はあるが、小規模事業者は 38.9％とやや低い水準であり、課題に取り組む 

ことの難しさが窺える。次に、『新製品開発や他分野への進出』について取り 

組んでいる割合を見ると、卸売業が 48.3％と他の 4業種に比べ高くなっており 

積極的である。『事業継続計画（ＢＣＰ）の策定状況』についても、「既に策定 

済み」「現在策定中」「今後策定する予定」を合わせた割合は、卸売業で 62.9％ 

と突出している。これは、新型コロナウイルス感染症を経験したことや南海ト 

ラフ地震という将来的なリスクから高い割合を示したと考えられる。一方で他 

の 4業種は半数に達していない。回復傾向にあった売上高、需給状況が横ばい 

の見込みとなったことや、円安による仕入価格の高騰や資金繰りの安定化を図 

るという喫緊の課題に対応を迫られているため、事業継続計画策定の優先度が 

低くなったことが理由の一つとして挙げられる。 

 

また、詳細なデータはないが、地場産業である有松・鳴海絞りは新規参入が 

僅かにあるものの、担い手の高齢化や時代の変化による需要の減少により、廃 

業が進み衰退の一途にある。更に、キャッシュレス決済等の DX化や、自然災 

害への準備、エネルギー価格高騰への対応、その上、新型コロナウイルス感染 

症の影響から、観光客が減少し、一段と厳しい状況にある。 

 

このように事業者の抱える課題が従来からある課題に加え、新たな課題が出 

現され、今まで以上に対応に苦慮していることが景況指数等から考察できる。 

 

本会はこれまで、金融・税務・労務相談等の経営改善普及事業を中心として 

地域の小規模事業者の経営基盤の安定に注力してきたが、経営環境は厳しさを 

増し、従前の支援では環境変化を乗り越えるこえことのできる事業者の育成に 

対応できなくなってきている。今後は、経営力強化を目的としたそれぞれの課 

題を解決するための支援に取り組まなければならない。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 ①10年程度の期間を見据えて 

   長期化するコロナ禍の影響により小規模事業者は厳しい業況にあり、減少するこ 

とも危惧されている。未だ終息の見えない状況にある中、円安や原材料高騰といっ 

た課題が加わり、経済活動が正常化に至るまでには長期間を要することも想定され 

ている。本商工会は、地域経済や雇用を支える地域の事業者の減少傾向に歯止めを 

かけるため、足下で必要とする資金繰りなど必要な支援に引き続き万全を期すとと 

もに、個々の小規模事業者の経営課題に共に向き合い、販売促進、販路拡大、技術 

革新、経営合理化を図るため、伴走型支援により地域経済活性化の原動力である小 

規模事業者の持続的発展と経営力向上を目指す。 
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   更に、前述のような厳しい経営環境の中でも、小規模事業者を取り巻く需要構造 

  の変化や、デジタル化の進展等を踏まえ、事業再構築などに取り組みながら、必死 

  に生き残りを図りつつ、次の成長に向けた取組を進めようとする小規模事業者に対 

  して、デジタル化に関する意識の醸成や基礎知識を習得するためのセミナーの開催 

  や ITコーディネータによる個別支援を行っていく。 

 

上記の状況を踏まえ、当商工会は経営指導員を中心とした職員の資質向上を図り 

愛知県、名古屋市、あいち産業振興機構、地元金融機関等と連携しながら支援や取 

組を行い、目標達成を図る。 

 

②名古屋市総合計画との連動性・整合性 

名古屋市総合計画 2023は、第 20回アジア競技大会の開催、リニア中央新幹線の 

開業後となる令和 12 年（2030年）年頃を見据えた将来のまちの姿(5 つの都市像) 

を描きながら、令和元年度（2019 年）から令和 5 年度（2023 年）までの 5年間で 

取組む施策を展開している。本計画には、都市像 5「魅力と活力にあふれ、世界か 

ら人や企業をひきつける、開かれたまち」施策 40「地域の産業を育成・支援します」 

施策の柱が下記のとおり掲げられている。 

 

（ア）経営基盤安定化・経営力強化の支援  

    中小企業・組合などのニーズを把握し、社会経済環境の変化に対応した経 

営・技術相談や情報提供、事業承継の支援、融資の支援を行うとともに、設 

備投資に対する助成を実施するなど、経営基盤の安定化及び経営力の強化を 

はかります。また、工業研究所を活用して技術課題の解決などを支援すると 

ともに、市の調達において、公正性・競争性・透明性を踏まえ、地元企業の 

受注機会を確保します。 

 

（イ）産業人材の育成・確保 

大学の特色を活いかした人材育成や、技術者育成のための研修などを実施 

するとともに、産業の未来を担う子どもたちに、ものづくりにふれる機会を 

提供するなど、産業人材の育成を支援します。また、中小企業の人材確保に 

向けて、状況に応じた相談を実施するとともに、女性や外国人など多様な人 

材の活躍を支援します。 

 

（ウ）地域商業の活性化 

名古屋大都市圏の中枢都市として魅力ある商業地の形成を支援するとと 

もに、地域と一体となった身近な商業地の育成支援を行うため、商店街の魅 

力向上等に資する事業に対する助成などを行います。 

 

当会は、中小企業のニーズを把握し、社会経済環境の変化に対応した経営相談や情 

報提供、事業承継の支援、融資や助成支援を行い、経営基盤の安定化及び経営力の 

強化と、地域資源を活用した商工業の振興を小規模事業者に対して伴走型支援を行 

うこととなっており、名古屋市総合計画と連動性・整合性を有している。 
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③有松商工会としての役割 

商工会として、小規模事業者にとって最も身近な相談相手として親身になって寄 

り添い支えるものであり、事業者が抱える課題を解決するために地域経済動向や 

需要動向調査を実施分析した有益な経営情報の提供、経営分析や事業計画策定支援 

とその後のフォローアップを行う伴走型の支援を実施する。更に、昨今の自然災害 

の多発や感染症の流行の状況から、早期に事業継続計画（ＢＣＰ）を策定する必要 

があり、そのための計画策定の支援を推進していく。 

また、商工会では事業承継等、小規模事業者の継続という地域経済の基盤強化に 

対しても、名古屋市をはじめ、よろず支援拠点や事業承継・引継ぎ支援センター等 

の他の支援機関等と連携して支援することで小規模事業者の維持拡大を図り、地域 

経済の発展につなげていくことが役割である。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

    地区内の事業者を取り巻く環境は、少子・高齢化や急速に進む IT化のみなら 

   ず、新型コロナウイルス感染症の蔓延という想定していない劇的な経営環境の 

   変化がもたらされた。この厳しい経営環境を乗り切るために、小規模事業者に対 

して実現可能性の高い事業計画の立案とその後の強力なフォローアップ、事業 

承継支援等きめ細かい伴走型支援を実施し、小規模事業者数の減少に歯止めをか 

け、地域経済活性化を目指すため以下の目標を設定する。 

 

 

  【目標】 

①小規模事業者の自立的な経営強化による事業継続を実現 

 

②伝統工芸品や街並みなどの地域資源の活用による新たな販路の拡大 

 

③小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、 

地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続 

的発展の取組みへ繋げる 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 
 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和 5年 4月 1日～ 令和 10 年 3月 31日） 
 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

  ①小規模事業者の自立的な経営強化による事業継続を実現 

これまで小規模事業者は、自社の経営判断を試算表や決算書といった財務デー 

   タ等から見える表面的な経営課題のみで判断することが多く、流れに身を任せる 

   ような経営であった。しかし、時代の流れと共に経営環境は変化し、現在は加速 

   度的に変化している。このような経営環境の中で、流れに身を任せるような、所 

   謂「待ちの経営」では様々な課題を乗り越えることは困難であり、中長期的な視 

   点での経営方針を定めることの重要性を認識してもらう必要がある。有益な情報 

   を提供、立案とその後の、強力なフォローアップをすると共に専門家やよろず支 

   援拠点等の支援機関と連携して、小規模事業者自らが積極的に経営判断をし、持 

   続的経営を行えるような支援を実施していく。 
 

 

 

②伝統工芸品や街並みなどの地域資源の活用により新たな販路拡大を図る 

当地区の地域の資源には、伝統工芸品や街並み、歴史的な戦場となった場所等 

の観光資源がある。又、当地区南部の野末町やそれに隣接する桶狭間地区は製造 

業が盛んな地域でもあり、「ものづくり」という産業的な資源もある。このことを 

幅広く認知してもらえるよう、ホームページの作成や SNSの活用の支援を行い、 

新たな販路拡大を図る。 

 

 

 

  ③小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済を 

支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組みへ繋げる 

人口減少社会において地域経済の維持、持続的発展に取組む上で、地域を支え 

る個々の小規模事業者への経営課題の設定から課題解決の伴走において、経営者 

や従業員との対話を通じて潜在力を引き出すことにより、個社にとどまらず地域 

全体で課題に向き合い、自己変革していく機運を醸成する。 
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 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 

３．地域の経済動向調査に関すること 
 

（１）現状と課題 

［現状］これまで収集された地域経済動向調査は、情報の収集にとどまり、小規模事 

業者への提供は事業計画策定に利用する程度で限定的であった。 

 

［課題］事業者へ商工会独自のアンケート調査を行ったことがなく、直接的な情報 

    収集はできていないことが課題である。今後は、RESAS 等のビッグデータの 

活用、吸い上げたアンケートの集計と分析を行い、収集した情報をホームペ 

ージにて公開していく必要がある。 
 

（２）目標 
 公表 

方法 
現行 

令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 

令和 

9 年度 

①地域の経済動向分析

の公表回数 
HP掲載 － 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

②景気動向分析の 

公表回数 
HP掲載 － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 

（３）事業内容 

  ①地域の経済動向分析（国が提供するビッグデータの活用） 

当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資 

源を集中投下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員等が「ＲＥＳＡ 

Ｓ」（地域経済分析システム）を活用した地域の経済動向分析を行い、年 4回公 

表する。 

    【調査手法】経営指導員等が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用し、 

地域の経済動向分析を行う 

【調査項目】・「地域経済循環マップ・生産分析」 →何で稼いでいるか等を分析 

          ・「まちづくりマップ・From-to 分析」→人の動き等を分析 

          ・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

          ⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

  ②景気動向分析 

管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会 

が行う「小規模企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加し、管内小規模事業 

者の景気動向等について、年 1回調査・分析を行う。 

【調査手法】経営指導員等が回収した調査票のデータを整理し、外部専門家と 

分析を行う。 

【調査対象】管内小規模事業者 60者（製造業、建設業、卸売業、小売業、 

サービス業から 12社ずつ） 

【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 

 



－１６－ 

 

 

（４）調査結果の活用 

・情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に 

周知する。 

・経営指導員等が巡回指導を行う際の、販路開拓や経営計画策定等に関する相談 

の参考資料とする。 

 

４．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］需要動向調査は実施しておらず、また、事業者に消費者ニーズ（需要）に関 

する情報提供をしてこなかった。 

 

［課題］事業者が販路開拓・商品開発を進めるにあたり、消費者ニーズ（需要）を知 

ることが重要になる。需要を調査するためのアンケート調査や、それを分析 

するための専門家と経営指導の連携といった手段・分析手法を構築したうえ 

で実施する。 

 

（２）目標 
 

現行 
令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 

令和 

9 年度 

①消費者ニーズの 

調査対象事業者数 
－ 8 者 8 者 10 者 10 者 10 者 

②新商品開発の 

調査対象事業者数 
－ 2 者 2 者 2 者 2 者 2 者 

 

（３）事業内容 

①消費者ニーズ調査 

事業計画策定支援の掘り起こしを行った小規模事業者、施策制度活用事業者から 

消費者に対してアンケート調査を実施する。調査結果を分析した上で小規模事業 

者にフィードバックすることで、新商品開発に資する。また、当該調査の分析結 

果を事業計画に反映する。 

 

【調査手法】 

（情報収集）上記選択事業者の店頭及び出張販売で商品・サービスを購入した 

消費者にアンケート調査を実施する。 

（情報分析）調査結果は、よろず支援拠点の販路開拓等の専門家に意見を聞き 

つつ、経営指導員等が分析を行う。  

【サンプル数】購入者 20名 

     【調査項目】①年齢、②性別、③価格、④見た目、⑤大きさ、⑥パッケージ、 

⑦要望 等 

     【調査結果の活用】調査結果は、経営指導員等が当該事業者に直接説明する 

形でフィードバックし、更なる改良等を行う。 

 

 



－１７－ 

 

 

②アンケート調査 

全国商工会連合会が主催する buyer’s one や地元信用金庫が開催する「ビジ 

ネス商談会」や、中小企業基盤整備機構が主催する「中小企業総合展」におい 

て、来場するバイヤーに対し、試食、アンケート調査を実施する。 

 

【調査手法】【サンプル数】【調査結果の活用】上記①参照 

     【調査項目】上記①に加え、取引条件等 

 

 

５．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］金融・税務等の個別相談会の参加者、巡回訪問・窓口相談の対象者（主に補 

助金申請相談者）において、事業計画策定を支援することはあっても、それ 

以上の支援は行っていない。 

 

［課題］これまで実施しているものの、「利益率の改善」といった財務データから見 

える表面的な課題のみが多く、本格的な経営分析は補助金申請等の限定的な 

ものだけであった。補助金申請の時だけではなく、「対話と傾聴」を通じて 

経営の本質的課題の把握に繋げる。また、高度で専門的な分析が必要な場合 

は専門家によるアドバイスを受ける。 

 

（２）目標 
 

現行 
令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 

令和 

9 年度 

経営分析事業者数 － 15 者 15 者 20 者 20 者 20 者 

 

（３）事業内容 

①経営分析を行う事業者の掘り起こし 

    巡回・窓口相談を通じて、自社の強み・弱みなどの気づきを与えることで、自 

社の経営課題等を把握し、事業計画の策定等への活用について理解を深めると共 

に、対象事業者の掘り起こしを行う。 

 

②経営分析の内容 

【対象者】巡回訪問・窓口相談の対象者の中から、意欲的で販路拡大の可能性 

の高い事業者 15 者を選定。 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「非財務分析」の双 

方を行う 

      ≪財務分析≫直近３期分の収益性、生産性、安全性および成長性の分析 

≪非財務分析≫下記項目について、対話を通じて、事業者の内部環境に 

おける強み、弱み、事業者を取り巻く外部環境の脅威、 

機会を整理する。 
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（内部環境） （外部環境） 

・商品、製品、サービス・技術、ノウハウ等の知的財産 

・仕入先、取引先・デジタル化、ＩＴ活用の状況 

・人材、組織・事業計画の策定・運用状況 

・商圏内の人口、人流 

・競合 

・業界動向 

 

     【分析手法】事業者の状況や局面に合わせて、経済産業省の「ローカルベン 

チマーク」、「経営デザインシート」、中小機構の「経営自己診 

断システム」等のソフトを活用し、経営指導員等が分析を行う。 

            非財務分析はＳＷＯＴ分析のフレームで整理する。 

（４）分析結果の活用 

   ・分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

   ・分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキル 

    アップに活用する。 

 

６．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］金融・税務等の個別相談会の参加者、巡回訪問・窓口相談の対象者（主に補 

助金申請相談者）において、事業計画策定を支援することはあっても、それ 

以上の支援は行っていない。 

 

［課題］新型コロナウイルス感染症や DXをはじめ激変する経営環境の変化において 

     人手の少ない小規模事業者は日々の業務に追われ、事業計画策定まで至らな 

い。巡回・窓口相談の時に、積極的に事業計画策定の重要性と意義を説き、 

伴走型支援による事業計画策定へ繋げることが課題である。 

 

（２）支援に対する考え方 

    小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的 

   な行動や意識変化を促せる訳ではないため、中小基盤整備機構の「経営自己診断 

   システム」や「対話と傾聴」等を通じて、自社の強み・弱みなどの気づきを得、

現状を正しく認識した上で、分析に基づき、当事者意識を持って課題に向き合っ

てもらう。事業計画策定段階においては、経営分析を行った事業者の中から、事

業計画策定を目指す事業者を対象として、中小企業基盤整備機構「経営計画つく

るくん」などを利用し、計画策定の手法を経営指導員等が担当制で張り付き、外

部専門家も交えて支援し、自立的な事業計画策定に繋げていく。 

併せて、DXセミナーの開催やあいち産業振興機構や中部経済産業局等が開催 

する DXに向けたセミナーへの参加を促し、小規模事業者の競争力の維持・強化 

を目指す。 
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（３）目標 
 

現行 
令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 

令和 

9 年度 

①DX セミナー － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

②事業計画策定 

セミナー 
－ 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

事業計画策定事業者数 － 6 者 8 者 12 者 12 者 12 者 

 

（４）事業内容  

  ①「DX推進セミナー開催・ＩＴ専門家派遣」の開催 

DXに関する意識の醸成や基礎知識を習得するため、また実際にＤＸに向けた 

ＩＴツールの導入やＷｅｂサイト構築等の取組を推進していくためにセミナー 

を開催する。 

 

【支援対象】DX の取り組みを検討する事業者 

【募集方法】商工会のホームページ、広報で周知するとともに、巡回訪問・窓口 

相談時に案内する。 

【講  師】愛知県商工会連合会にてエキスパート登録を行っている専門家等 

【回  数】1回 

【セミナー（カリキュラム）】 

・DX総論、DX関連技術（クラウドサービス、AI等）や具体的な活用 

事例 

・クラウド型顧客管理ツールの紹介 

・SNSを活用した情報発信方法 

・ECサイトの利用方法等 

 

当商工会が開催するセミナー以外に関係機関が開催する DXセミナーについ 

    ても周知し、参加勧奨を行う。 

また、セミナーを受講した事業者の中から取り組み意欲の高い事業者に対し 

    ては、経営指導員等による相談対応・経営指導を行う中で必要に応じて IT 

専門家派遣を実施する。 

 

  ②「事業計画策定セミナー開催」 

 

   【支援対象】経営分析を行った事業者を対象とする 

   【支援方法】事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員等が担当制で張 

り付き、外部専門家も交えて確実に事業計画の策定につなげていく 
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７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］持続化補助金等の申請手続きを通じて事業計画の作成支援は行っているが、 

事業者の求めに応じての支援が大半で、その後のフォローアップができて 

おらず、事業者の成長発展につながる効果的な支援とはなっていない。 

 

［課題］補助金の進捗管理ではなく、継続的な支援を進めるため定期的なフォローア 

ップを行うなど、事業者の成長発展につながる効果的な支援を行っていく必 

要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

自走化を意識し、経営者自身が「答え」を見いだすこと、対話を通じてよく考 

えること、経営者と従業員が一緒に作業を行うことで現場レベルでの当事者意識 

を持って取組むことなど、計画の進捗フォローアップを通じて経営者へ内発的動 

機づけを行い、潜在力の発揮に繋げる。 

事業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況や事業 

者の課題等により、訪問回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度 

順調と判断し訪問回数を減らしても支障ない事業者を見極めた上で、フォローア 

ップを行う。 

 

（３）目標 
 

現行 
令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 

令和 

9 年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
－ 6 者 8 者 12 者 12 者 12 者 

頻度（延回数） － 24 回 32 回 48 回 48 回 48 回 

売上増加 

事業者数 
－ 2 者 2 者 3 者 4 者 5 者 

利益率 5％以上 

増加の事業者数 
－ 2 者 2 者 3 者 4 者 5 者 

 

（４）事業内容 

    事業計画を策定した事業者を対象として、原則３ヶ月に１度の頻度で事業所へ 

巡回または窓口でヒアリング、計画書等の確認により、売上額や計画内容の進捗 

状況をチェックする。その際に生じている課題については、法定経営指導員が策 

定された計画が実現するための修正とフォローアップを行う。 

なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断 

する場合には、愛知県商工会連合会・愛知県よろず支援拠点等の外部専門家派遣 

などにより第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生要因及び今後の対応方策 

を検討の上、フォローアップ頻度の変更等を行う。 
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８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］地域内の小規模事業者の中には積極的に ITを活用した販路開拓をしている事

業者も見られるが、多くはオンラインによる販路開拓等に関心があるものの、

「高齢化」、「知識不足」、「人材不足」等の理由により、ＩＴを活用した販路

開拓等のＤＸに向けた取組が進んでおらず、活用できている事業者と活用し 

    ていない事業者の差が広がりつつある。 

 

［課題］需要開拓に寄与する展示会・商談会への参加等について積極的に周知してい 

なかったため、改善した上で実施する。更に、今後は新たな販路の開拓には 

ＤＸ推進が必要であるということを理解・認識してもらい、取組みを支援し 

ていく必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

    商工会が自前で展示会等を開催するのは困難なため、名古屋圏で開催される既 

   存の展示会への出展を目指す。出展にあたっては、経営指導員等が事前・事後の 

   出展支援を行うとともに、出展期間中には、陳列、接客など、きめ細かな伴走支 

   援を行う。ＤＸに向けた取組として、ＳＮＳ情報発信、ＥＣサイトの利用等、Ｉ 

   Ｔ活用による営業・販路開拓に関する相談対応を行い、理解度を高めた上で、導 

   入にあたっては必要に応じて IT専門家派遣を実施するなど事業者の段階に合っ 

   た支援を行う。 

 

（３）目標 
 

現行 
令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 

令和 

9 年度 

①商談会参加事業者数 － 1 者 1 者 1 者 2 者 2 者 

売上額／者 － 2 万円 3 万円 5 万円 8 万円 10 万円 

②SNS 活用事業者 － 2 者 2 者 3 者 3 者 4 者 

売上増加率／者 － 3％ 3％ 5％ 7％ 10％ 

③EC サイト利用事業 

者数 
－ 2 者 2 者 3 者 3 者 4 者 

売上増加率／者 － 3％ 3％ 5％ 7％ 10％ 

 

（４）事業内容 

①商談会参加事業（ＢtoＢ） 

    メッセナゴヤ実行委員会（構成団体：愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所） 

が主催する「メッセナゴヤ」に参加させるだけではなく、出展手続、商談会 

でのプレゼンテーション、展示方法、事後には、名刺交換した商談相手への 

アプローチ支援など、商談成立に向けた実効性のある支援を行う。 
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【メッセナゴヤ】 

    概  要：「異業種交流の祭典」。業種や業態の枠を超え、幅広い分野・地域か 

         らの出展を募り、出展者と来場者相互の取引拡大、情報発信、異業 

種交流を図る日本最大級のビジネス展示会 

    開 催 月：11 月 

    開催規模：出展者数：800社・団体、1,000小間 

    

    その他、個別の事業者の事情に合わせて、関係機関が主催する展示会への参加 

    を勧奨する 

 

②ＳＮＳ活用 

現状の顧客が近隣の商圏に限られていることから、より遠方の顧客の取込のた 

め、取り組みやすいＳＮＳを活用し、宣伝効果を向上させるための支援を行う。 

    

③ＥＣサイト利用（ＢtoＣ） 

    GMOペパボ運営（全国商工会連合会と連携）するショッピングサイト「カラミー 

ショップ」等の提案を行いながら、効果的な商品紹介のリード文・写真撮影、 

商品構成等の伴走支援を行う。   

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］これまで実施していない。 

 

［課題］経営発達支援計画の事業に対する事業成果について、協議会で PDCAサイク 

ルに基づき評価検証を行い、小規模事業者のための事業計画の改善を図れる 

ように実施する。 

 

（２）事業内容 

    ・当会の理事会と併設して、名古屋市経済局産業企画課長、法定経営指指導員 

外部有識者として中小企業診断士等メンバーとする「協議会」を年 1回開催 

し、経営発達支援事業の進捗状況等について評価を行う。 

     

・当該協議会の評価結果は、理事会にフィードバックした上で、事業実施方針 

等に反映させるとともに、ＨＰ及び会報へ掲載（年 1回）することで、地域 

の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態とする。 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］愛知県商工会連合会が主催する経営指導員等応用研修会（一般コース、特別 

    コース）、情報化推進要員研修会、基本能力研修会や愛知県商工会職員協議 

会が主催する研修会へ経営指導員等が経営支援に必要とする内容や専門的 

知識を得るために参加している。 

 

［課題］研修やセミナーに参加できない職員に対し研修やセミナーで得た情報と 

知見、ノウハウの共有による組織全体の底上げが不完全である。 

 

（２）事業内容 

  ①外部講習会等の積極的活用 

【経営支援能力向上セミナー】 

    経営指導員や他の職員の支援能力の一層の向上のため、愛知県商工会連合会及

び関係機関主催の研修会及び講習会へ計画的に経営指導員等を派遣し、知識の

習得及び職員間の相互共有を図る。特に当該地域において事業者の支援テーマ 

となる「事業承継」「事業継続力強化支援（BCP計画）」「販路開拓」などの研修 

に、積極的に参加をする。その後、伴走型支援における実践での活用を図る。 

  

   【ＤＸ推進に向けたセミナー】 

喫緊の課題である地域の事業者のＤＸ推進への対応にあたっては、経営指導員 

及び他の職員のＩＴスキルを向上させ、ニーズに合わせた相談・指導を可能に 

するため、下記のようなＤＸ推進取組に係る相談・指導能力の向上のためのセ 

ミナーについても積極的に参加する。 

＜ＤＸに向けたＩＴ・デジタル化の取組＞ 

 ア）事業者にとって内向け（業務効率化等）の取組、ＲＰＡシステム、クラ 

ウド会計ソフト、電子マネー商取引システム等のＩＴツール、テレワーク 

の導入、補助金の電子申請、情報セキュリティ対策等 

イ）事業者にとって外向け（需要開拓等）の取組ホームページ等を活用した 

自社ＰＲ・情報発信方法、ＥＣサイト構築・運用、オンライン展示会、 

ＳＮＳを活用した広報、モバイルオーダーシステム等 

ウ）その他取組オンライン経営指導の方法等 

   

【経営力再構築伴走支援のセミナー】 

    伴走型支援のために必要な要素である「対話と傾聴スキル」などの修得を目的 

とした経営力再構築伴走支援研修に積極的に参加する。 

   ＜経営力再構築伴走型支援の３要素＞ 

     ア）支援に当たっては対話と傾聴を基本的な姿勢とする 

     イ）経営者の「自走化」のための内発的動機づけを行い、潜在力を引き出す 

     ウ）具体的な支援手法は自由であり多様であるが、相手の状況や局面によっ 

て使い分ける 
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②ＯＪＴ制度の導入 

    支援経験の豊富な経営指導員と他の職種の職員とがチームを組成し、巡回指導 

や窓口相談の機会を活用したＯＪＴを積極的に実施し、組織全体としての支援 

能力の向上を図る。 

 

③職員間の定期ミーティングの開催 

    月 1回、年間 12 回程度、新施策の概要説明や研修会等で得た知識を他の経営指 

導員及び他の職種の職員に説明し、情報共有を行い知識・能力の底上げを図る。 

 

④データベース化 

担当経営指導員等が基幹システムや経営支援システム上のデータ入力を適時・適 

切に行い、支援中の小規模事業者の状況等を職員全員が相互共有できるようにす 

ることで、担当外の職員でも一定レベル以上の対応ができるようにするとともに 

支援ノウハウを蓄積し、組織内で共有することで支援能力の向上を図る 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（ 令和４年１０月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町

村の経営発達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制

／経営指導員の関与体制 等） 

 
 

          有松商工会 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規

定する経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 氏 名：鹿兒嶋 勲 

 連絡先：有松商工会 TEL：052-621-0178 
 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、 

事業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

  
（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①有松商工会 

  〒458-0924 愛知県名古屋市緑区有松 3012番地 

        TEL:052-621-0178 ／ FAX:052-622-7401 

        E-mail: arimatsu@arimatsushokokai.nagoya 

 

②名古屋市 経済局 産業労働部 産業企画課 産業企画係 

 〒460-8508  愛知県名古屋市中区三の丸 3丁目 1番 1号 

         TEL:052-972-2412 ／ FAX:052-972-4136  

        E-mail: a2412＠keizai.city.nagoya.lg.jp 

 

 

事務局長代理 

（兼 経営指導員） 

 

 

法定経営指導員 1 名 

補助員     1 名 

 

 

名古屋市経済局 

産業労働部 産業企画課 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

必要な資金の額 1,850 1,850 1,850 2,100 2,100 

 

・専門家派遣費 

・セミナー開催費 

・広報費 

・展示会等出店費 

・資料購入費 

・予備費 

500 

300 

300 

250 

200 

300 

500 

300 

300 

250 

200 

300 

500 

300 

300 

250 

200 

300 

500 

300 

300 

500 

200 

300 

500 

300 

300 

500 

200 

300 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、手数料等収入、愛知県補助金、名古屋市補助金、伴走型小規模事業者支援推進事業 等 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 



 
 

（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


